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町の今後10年間（平成30年度～平成39年度）のまちづくりの指針となる「幕別町
総合計画」の策定にあたり、広く町民の皆様の意向を把握し、計画に反映するこ
とを目的に「町民アンケート」を実施いたしました。５月・６月号に続き、調査結
果をお知らせします。

⑥幕別町合併10年について
問１  合併してから住んでいる地域はどのように変わったと思いますか？

▶調査内容
　①基礎調査について　②現在の生活環境について　③これからの居住について　※①～③は５月号で掲載
　④これからの幕別町について　⑤まちづくりアイデアについて　　　　　　　　※④・⑤は６月号で掲載
　⑥幕別町合併10年について　　※今月号でお知らせ

幕
別
町
合
併
10
年
に
つ
い
て

　

問
１
の「
合
併
し
て
か
ら
住
ん

で
い
る
地
域
は
ど
う
よ
う
に
変

わ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
」の
設
問

で
は
、全
体
で
、「
変
わ
ら
な
い 

56
・

３
％
」が
最
も
高
く
、次
に「
わ
か

ら
な
い 

25
・
３
％
」で
、「
良
く
な
っ

た
」と「「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
良

く
な
っ
た
」の
合
計
が
11
・
４
％
、

「
悪
く
な
っ
た
」と「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
悪
く
な
っ
た
」の
合
計
が

７
・
０
％
の
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

問
２
の「
合
併
し
て
よ
く
な
っ

た
と
感
じ
る
こ
と
は
何
で
す
か
」

の
設
問
で
は
、「
幕
別
地
域
と
忠

類
地
域
の
間
で
の
交
流
が
増
え

た 

40
・
２
％
」と
最
も
高
く
、居
住

地
別
の
結
果
は
示
し
て
い
ま
せ
ん

が
、「
幕
別
市
街
地
域 

45
・
８
％
」と

「
忠
類
市
街
地
域 

48
・
３
％
」、「
忠

類
農
村
地
域 

56
・
３
％
」の
高
い
数

値
を
示
し
ま
し
た
。

　

問
３
の「
今
後
改
善
し
て
ほ
し

い
こ
と
は
何
で
す
か
」の
設
問
で

は
、「
税
や
各
種
費
用
な
ど
の
負
担

が
増
え
た 

25
・
５
％
」と
最
も
高

く
、居
住
地
別
の
結
果
は
示
し
て

い
ま
せ
ん
が
、忠
類
市
街
地
域
と

忠
類
農
村
地
域
で「
行
政
へ
の
関

心
が
薄
れ
た
」と「
役
場
が
身
近
に

感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
」の
項
目

で
は
、そ
れ
ぞ
れ
30
％
を
超
え
、改

善
を
求
め
て
い
る
結
果
と
な
り
ま

し
た
。

空き地・空き家バンクがスタート

空き家を放置しておくと老朽化が進み、景観や地域の安全を損ねるおそれがあるの
で、所有者の方は適正な管理をお願いします。

幕別町空き地・空き家バンクは、町が窓口となって町内にある空き地・空き家の情報を収集・提供し、移住・定住の
促進や地域活性化を図ることを目的にした制度で、４月からスタートしています。

住まなくなった家を登録しませんか？
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次期幕別町総合計画
　　　町民アンケート調査結果
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住民生活課住民活動支援係（☎ 54-6602）

問２  合併してよくなったと感じることは何ですか？
　　  （４つまで選択可）

問３  今後改善してほしいことは何ですか？
　　  （４つまで選択可）

　①幕別地域と忠類地域の間での交流が増えた。（40.2％）
　②広報紙やＨＰなどによる情報発信が増えた。（29.4％）
　③町の知名度が向上した。（29.3％）
　④イベントなどが活発に行われるようになった。（17.1％）
　⑤様々な公共施設を利用しやすくなった。（14.3％）
　⑥町としての一体感が高まった。（13.7％）
※全体での回答の多かった項目を記載

　①税や各種費用などの負担が増えた。（25.5％）
　②町内において地域格差が広がった。（22.7％）
　③町としての一体感が薄れた。（22.1％）
　④行政への関心が薄れた。（19.2％）
　⑤役場が身近に感じられなくなった。（17.5％）
　⑥役場の窓口が細分化されてわかりにくくなった。（15.8％）
※全体での回答の多かった項目を記載


